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第１４回湘南支部総会・プログラム 
 
                            

１．開会挨拶：山内副支部長 

２．来賓挨拶：大森 猛 県連会長 

３．議長選出 

 

４．資格審査：古牧理事 
 

 

５．議事 
 

 

（１）2019年活動報告：山内副支部長 
 

 

（２） 〃 決算報告：渡辺理事 
 

 

（３）会計監査報告：府川監査 
 

 

（４）2020 年運動方針 (案) ：今野副支部長 
 

 

（５） 〃 予算 (案) ：渡辺理事 

 

（６）規約改定：山内副支部長 
 

 

（７）質疑・応答 

  

（８）採決 

 
 

７．次期役員選出 
 

 

８．役員紹介・挨拶：山内副支部長  
 

 

９．閉会挨拶：今野副支部長 
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2019年度活動総括 
あ昨年度の方針のキーワードは、中国の国際的役割の拡大、アジア情勢好転の可能性、日本・韓国・中国

の役割の重要性、草の根の日中友好運動の発展、日中不再戦を基礎に自主平等の立場で、となっていま

す。「視野は大きく、活動は身近な支部から」をモットーに地道にこつこつと続けたい。 

1.組織活動では、この 2年間で差し引き正会員が△8名、準会員が+4名。この一年では正会員が 21→16、

準会員が 18→20となった。正会員の高齢化が進んでいるのが理由。準会員は新役員のつながりでこの 2

年間 10名増。集金も振込ではなく自宅集金が増え、事務局の負担が増えた。 

2.役員会は 10月の台風以外、コロナ禍の中でもズーム会議で対応し、会場変更等に対応した。 

3.県連役員会への参加は総会以外には 1回だけにとどまった。反省点です。 

4.映画会 2回、講演会 2回に取り組み毎回 15～18名と、懇談と懇親を深めることができた。 

5.ニエアル記念広場の毎月清掃と保存会行事への参加を通じて、当会の地道な活動への理解が拡がった。 

6.行政への提案という点では、この間、1 昨年の新年の「中国の脅威とどう向き合うか」という市の講演

会を中止するべく、会員の SNS 発信が力になった。また、昨年 7 月のニエアル碑前祭の前に、①広場の

雑草雑木の刈り取り、②歩道橋の修繕などを要望し、①は実現、②は半分が修繕されたがその後もかな

り痛みが激しいままになっている。その他、要望を通じての市の行政の改革改善という点で、会員或い

は広く在日または観光客の要望の把握などは課題だ。 

7.そのほか、最後になりましたが、支部ニュース 5 回、カレンダーの普及、また市役所ロビーにての中国

百科検定のパネル展示などにも、意欲的に取り組んできました。 

活動経過                                    
20190812  第１3回湘南支部総会、８人 今野副支部長の講演「中国ツアーパンダの故郷を訪ねる古代ロマンの旅」

20190902  ニエアル広場の清掃 １１時 

20190913  湘南支部理事会 9-１１時 市役所５階、4 名  

20191005  ニュース128号 8/12支部総会開催・2020年カレンダー中国悠久の旅1200円・12/14中国映画鑑賞会サンザシの樹の下で  

20191007  ニエアル広場の清掃 １0 時半～   

20191102  湘南支部理事会 10-１2 時 市役所５階   

20191104  ニエアル広場の清掃 １１時 

20191107～17  市役所 1 階ロビーにて「中国百科検定のパネル展示」 

20191214  「サンザシの樹の下で」の映画鑑賞会に 16 人  

20200105  ニュース129号サンザシの樹の下の映画 ・2月講演会「中国旅行にみる30年の変遷」のお誘い ・4月講演と音楽のつどい 

20200106  ニエアル広場の清掃 １0 時半～  

20200110  湘南支部理事会 10-１2 時 市役所５階 ５名  

20200203   ニエアル広場の清掃 １0 時半～ 

20200208  講演会「中国旅行からみえた 30年の変遷」18人、今野耕太湘南支部副支部長、市役所 5階 13時半～ 

20200216  全国ブロック別支部長・事務局長会議に参加 今野副支部長 

20200302  ニエアル広場の清掃 １0 時半～ 

20200327  湘南支部理事会 10 時～ 藤沢南口喫茶 4 名  

20200405  ニュース 130 号 2 月講演に 18 名参加・支部総会は 8 月に予定  

20200406  ニエアル広場の清掃 １0 時半～ 

20200418  講演会、岡崎雄兒氏「歌で革命に挑んだ男」はコロナ禍のため中止。理事会はテレビ会議で行う、4名 

20200502  湘南支部理事会テレビ会議 11 時～ 5 名  

20200504  ニエアル広場の清掃 １0 時半～ 

20200605  ニュース 131 号 6 月映画のお誘い・川崎典子さん新会員紹介・中国の医療従事者支援 

20200613  映画「再会の食卓」、市役所５階、13 時半、15 名。理事会。  

20200705  ニュース132号 6月映画会報告・8月総会のお誘い・府川清さん詩集「流域の自由民権運動～花水川外伝」出版 

20200706  ニエアル広場の清掃 １0 時半～  

20200712   湘南支部理事会 10 時～ 市庁舎 5 階 第 4 会議室 総会議案と会計監査   

20200716   「日中友好のつどい」藤沢市民会館大ホールはコロナ禍のため中止。 

20200717  ニエアル記念碑・碑前祭中止、県連としての参拝に参加 10時。 

20200803  ニエアル広場の清掃 １0 時半～   

20200808  第１4回湘南支部総会１3時半～ ニエアル没後 85周年記念講演、岡崎雄兒氏講演「歌で革命に挑んだ男」                              
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             2019 年度   湘南支部決算報告 

（2019/07/01～2020/06/30） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
収 

入 

科 目 予  算 金 額 備 考 

前期繰越金 293,071 293,071 郵貯  187,080  現金 105,991 

会 費 339,000 216,500 会員 15 名    特別会員 1 名   

準  会  費 100,000 117,500 準会員 20 名 

研究中国 8,000 5,600 800 円 4 名 

事業収入 72,000 60,800 カレンダ-  ￥1200  60 本 

雑 収 入 20,000 31,000 カンパ・ 講演会資料代 

（小 計） (539,000) (431,400) 
 

合 計 832,071 724,471 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支 

出 

 
科 目 予  算 金 額 備 考 

  

会      費 210,780 143,430  

準 会 費 72,000 67,200  

研究中国 8,000      

事 業 費 54,000 54,000 カレンダ-  ￥900  60 本 

新聞発送費 60,000 40,793  

            活動費 120,000 57,479 
新聞発送事務局費 2018.7 月～ 
1h* 3 回/m ￥3000 
ﾛｯｶｰ・会場費・備品賃貸料  他 

事務用品費 30,000 2,980  

印刷代 70,000 15,377 新聞折込み料含む 

通信費 40,000 21,029 切手・振込み手数料  HP 他 

    交通費 50,000 7,890 講師謝礼含む 

        予備費 50,000 3,000 
 
 

（小 計） (764,780) (413,178)  

次年度繰越金 67,291 311,293 郵貯  165,091  現金 146,202 

合 計 832,071 724,471  

 

 

 

県
連
送
金 
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２０１９年度の湘南支部 会計監査報告 

           

（１）７月１２日午前に、藤沢市役所５階の会議室で、支部の理事会参加を

兼ね、会計監査を行いました。山内、大橋、古牧、今野、会計担当の渡辺さ

んと会計監査の私（府川）の６名の参加です。担当者から、各種書類（決算

報告書、収入・支出を記帳した帳帳簿、振込票、現金、通帳の写し、レシー

ト類）を呈示され、説明を受けて、監査をしました。 

（２）担当者は３年目です。事務はきちんと整理、記帳がされ、特に問題は

ありません。支部の取組み・活動が、徐々に活発になり定着つつある中で、

この間の担当者の苦労を察します。ご苦労さまです。 

（３）湘南支部は、決算報告書の通リ、前期繰越金を少しだけ上回る金額を、

次年度へ繰越すことが出来ました。実収入は４３.１万円。実支出は４１.３

万円で、差引き１.８万円の増（黒字）で、その分次期繰越金が増え３１.１

万円です。健全な会計を維持しています。 

（４）会費収入が、予算比１２万円ほど少ないのは、会員拡大を大幅に見込

んだ２９名分の予算であり、４名の退会もあり、予算に達しなかったもので

す。今年度の予算案は、その教訓を生かし、順当な予算案が提案されていま

す。 

             ２０２０・７・３１  会計監査・府川 清 
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2020年度（2020 年 9 月〜2021 年 8 月） 

湘南支部運動方針 

はじめに 

 GDP 世界第 1 位の米国と第 2 位の中国が、貿易・経済、人権、感染症、国際機関

などをめぐって対立を深めています。中国は南方海洋上での拠点強化や紛争海域で

の艦船の頻繁な航行などを行って、東南アジア諸国や日本との関係に大きな影を落

としています。また、香港国家安全維持法を制定して押し付け、民主派・運動家へ

の弾圧も強めており、国際社会では非難が巻き起こっています。日本国内の大手メ

ディアは新型コロナ感染症をめぐる対応や香港問題を通じて中国政府や中国共産党

批判を垂れ流し、「嫌中」感情を増幅させる役割を果たしています。 

コロナ禍の現在、日中両国間での人の行き来は、厳しく制限されており、友好や

観光を目的とする訪中や来日は、事実上まったく不可能な状況となっています。そ

のために今春に予定されていた中国の習近平国家主席来日が延期となりました。 

中国で感染症が猛威をふるっていた時期には、日本への物品の輸入が滞り、日本

の製造業、建設業、食品関係、衛生関係などがいかに中国に依存しているかが浮き

彫りになりましたが、日中友好協会などの市民組織間では、マスクや医療用品を相

互に送り合うなどの友好関係を継続しています。 

 いま、米国での BLM（黒人の命は大事）運動の拡大にともなって、世界の各地で

100 年前の植民地支配の歴史と向き合い、反省と謝罪、残存する植民地主義の是正

やモニュメントの撤去などが続けられています。しかしながら、日本では朝鮮半島

への植民地支配に伴う被害や、中国への軍事侵略やかいらい国家による植民地支配

についての省察はほとんど聞かれません。そのため、新型コロナ感染症対策でも、

政府や地方自治体によって、中国人を中心とする留学生や朝鮮学校への露骨な差別

が進められています。 

東アジアの平和を求める私たちには、日中間の民間交流を拡大し、「嫌中」報道

に埋め尽くされたこの国のメディアと対峙していく必要があります。世論調査で中

国人の日本人への好印象が過去最高となる中で、日本人がこれまでにも増して中国

を正しく理解し、友好の心情を育んでいくことが重要になっています。この 1 年、

湘南地域でこのような観点で活動を進めていきます。 

＜1年間の主な課題＞ 

１． 組織の拡大強化 

２． 誰でも参加できるイベントの実施 

３． 「ニエ・アルをしのぶ会」の支援活動 

４． 日中友好カレンダーの普及 

５． 中国百科検定の普及 

６． ホームページの充実などインターネットの活用 
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１． 組織の拡大強化 

（１）組織強化 5原則に基づく支部活動をおこないます。 

① 定期的に役員会を開く 

② 多彩な行事を開催する 

③ 会員、準会員、「研究中国」読者を増やし、組織を大きくする 

④ 集金を確実に行う 

⑤ 機関紙ニュースを発行する 

（２）次期総会までに会員を 4名以上、準会員を 5名以上増やし(純増)ます。 

 

２． 誰でも参加できるイベントの実施 

中国映画や世界遺産 DVDなどの上映会や中国問題に関する学習会・講演会

を隔月を目安に実施します。また、湘南地域在住の中国人、中国からの留学

生らとの交流を図りたい。 

３． 「ニエ・アルをしのぶ会」の活動支援 

（１）「NPO法人ゆい」と協力して、ニエ・アル記念碑公園の清掃を行います。 

（２）神奈川県連とともに、ニエ・アルを偲ぶイベントに協力します。 

（３）行政に働きかけ『聶耳記念碑公園の観光資源化』を推進します。 

 

４． 日中友好カレンダーの普及 
   カレンダーは中国の景観・風土・社会を理解し親しむ力になります。また財

政活動でもあります。今年度の普及目標を 60本とします。  

５． 中国百科検定の普及と試験参加者増を目指す。 

中国百科検定は日中友好協会の重要な取り組みの一つになりつつあります。

この取り組みで中国を正しく理解する人を広げていくことは、今後の中国と

向き合う上で意義のある活動です。このための学習活動を神奈川県連と共催

でおこない、受験者も増やしていきます。 

６． 日中友好協会の活動を社会的に広めるためにホームページを活用し、充実さ

せます。ホームページの閲覧者を増やす試みや SNSの活用なども視野に入れ

て、支部の社会的認知を広げるよう努めます。また、ニエアル記念公園につ

いて案内や地図、周辺の自然や観光情報、飲食店などを中国語でも紹介し、

周知・宣伝を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 10 日（土） 講演会「自由民権運動と 70 年戦争（仮題）」予定 

12月 12 日（土） 映画上映会 

02月 06 日（土） 映画上映会 

04月 10 日（土） 講演会・学習会 

06月 12 日（土） 映画上映会 

08月 07 日（土） 定期総会 

＜年間スケジュール（予定）＞ 
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2020 年度   湘南支部予算 

（2019/07/01～2020/06/30） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
収 

入 

科 目 19年度予算 20年度予算 備 考 

前期繰越金 293,071 311,293 郵貯  165,091  現金 146,202 

会 費 339,000 224,000 会員 19名 特別会員 1 名 

準  会  費 100,000 137,500 準会員 25 名 

研究中国 8,000 8,000 1 冊 800 円 5 名 

事業収入 72,000 72,000 カレンダー  ￥1200  60本 

雑 収 入 20,000 20,000 カンパ・資料代 

（小 計） (539,000) (461,500) 
 

合 計 832,071 772,793 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

支 

出 

 
科 目 19年度予算 20年度予算 備 考 

  

会      費 210,780 139,740  

準 会 費 72,000 82,500  

研究中国 8,000  8,000 
 

事 業 費 54,000 54,000 カレンダー  ￥900  60 本 

新聞発送費 60,000 60,000  

活動費 120,000 120,000 
新聞発送事務局費 2018.7 月～ 
1h* 3 回/m ￥3000 
ﾛｯｶｰ・会場費・備品賃貸料  他 

事務用品費 30,000 30,000 
 

印刷代 70,000 70,000 新聞折込み料含む 

通信費 40,000 40,000 切手・振込み手数料  HP 他 

交通費 50,000 50,000 講師謝礼含む 

予備費 50,000 50,000  

（小   計） (764,780) (704,240)  

次年度繰越金 67,291 68,553  

合   計 832,071 772,793  

 

県

連
送
金 県

連
送
金 
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日本中国友好協会湘南支部規約 
 
 

第 1 条  この会は、日本中国友好協会神奈川県連合会湘南支部とよび、事務局を藤沢市に 

おきます。 

第 2 条 この会は過去日本が中国をはじめアジア諸国へ侵略した歴史的事実をふまえ、21 世 紀

にむけ、中国との友好平和をいっそう深めるために活動します。 

第 3 条 この会は第 2 条の目的を達成するために以下の運動・事業をおこないます。 

1. 日本と中国の平和友好を促進するための諸活動をおこないます。 

2. 中国の政治・経済・文化・歴史等をまなぶための文化事業をおこないます。 

3. 会員の要求にもとづく諸活動をおこないます。 

第 4 条 

1.  この会の目的に賛成し、会費をおさめる個人、団体を会員とします。 会員は、普通会員、

賛助会員、団体会員、特別会員とします。会員は機関紙「日中友好 新聞」を購読し、協

会本部、県連、支部の各種活動や諸事業に参加できます。この会の 諸機関にたいして発議

し、役員、代議員を選び、またこれらに選ばれることができます。 

2. 準会費をおさめる個人、団体を準会員とします。準会費は機関紙「日中友好新聞」を購読

し、各種活動や諸事業に参加できます。 

会費が 6 ヶ月以上未納のばあいは会員の資格をうしなうことがあります。  

第 5 条 この会につぎの機関をおきます。 

1. 総会 

総会はこの会の最高決議機関で、年 1 回ひらきます。必要により、臨時総会をひらくこと

ができます。総会は支部長が招集します。総会は会員の過半数の出席(委任状をふくむ)で成

立し、議事は出席会員の過半数の賛成で決定します。 

2.  理事会 理事会は総会の決定にもとづき、支部の日常の業務をおこないます。理事会は支

部長が招集します。 

第 6 条  この会につぎの理事・監査をおき、任期はつぎの総会までとします。理事・監査は 再

選をすることができます。支部長 1 名、副支部長若干名、理事若干名。監査 1 名。 

第 7 条 理事・監査は理事会で補充または増員することができます。 

第 8 条 この会の経費は、県連の還付金、事業収入および寄付金でまかなう。 

第 9 条 この会の予算、決算は総会の承認をえなければなりません。 

第 10 条 この規約の改廃は、総会でおこないます。 

[付則] 

1. この規約にないことがらは本部、県連の規約に準じます。 

2. 第 9 条の規定にかかわらず、初年度の予算については総会後の理事会の決定に基づいて施

行します。 

3. 本会の設立年月日は２００７年 ５月１３日であり、本規約も設立日から実施します。 

4. この改定規約は、２００８年６月１４日から実施します。 

5. この改定規約は、２０１８年８月１３日から実施します。 

6.  この改定規約は、２０２０年８月８日から実施します。 

  

 

 

 




